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(54)【発明の名称】 内視鏡クリーナ

(57)【要約】
【課題】  医用グローブの指挿入部に、内視鏡の観察窓
の汚れをふき取るクリーナシートを止着することによ
り、内視鏡に洗浄装置を設けなくても、この内視鏡の観
察窓等の汚れを容易に除去でき、常に良好な観察視野を
確保できるようにする。
【解決手段】  グローブ１の人差し指挿入部２ｂに内視
鏡３が着脱可能に組み込まれるようになっており、この
内視鏡３のキャップ１１の先端面に透窓１４が開設され
ており、この透窓１４には透明のカバーガラス１５がは
め込まれている。また、グローブ１における親指挿入部
２ａの先端部分の外面において、親指の爪の部分が位置
する部位を含み、長さ方向に所定の長さを有する帯状の
ものから構成されるクリーナシート３０がグローブ１に
おける親指挿入部２ａの先端部分の外面に止着されてい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  医用グローブのいずれかの指挿入部に組
み込まれ、体腔内で検査を行う内視鏡の観察窓に付着し
た汚れをふき取るために、前記医用グローブにおける前
記内視鏡を組み込んだ指挿入部以外の少なくともいずれ
か１つの指挿入部の外面にクリーナシートを止着する構
成としたことを特徴とする内視鏡クリーナ。
【請求項２】  前記内視鏡は前記グローブの人差し指挿
入部に装着されるものであり、前記クリーナシートは親
指挿入部の先端側であって、この親指の爪が位置する部
位に止着する構成としたことを特徴とする請求項１記載
の内視鏡クリーナ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば腹腔内等、体腔
の内部に手を挿入して、体腔内の検査や処置等を施す際
に、術者の手に着用される医用グローブに組み込まれる
内視鏡装置の観察窓に体液等の汚損物が付着した時に、
この汚損物をふき取るための内視鏡クリーナに関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】例えば、腹腔内の検査や治療その他の処
置を施すに当っては、経皮的に挿入される内視鏡、つま
り腹腔鏡と、鉗子等の適宜の処置具が用いられる。腹腔
鏡及び処置具は、体表皮から刺し込まれ、腹腔内への挿
入経路として利用される、所謂トラカールをガイド手段
として、腹腔内に導かれる。腹腔鏡は、主に患部の発見
等の体腔内検査を行う機能と、処置具の操作状態を確認
する機能とを発揮することになる。腹腔内で行われる処
置としては、例えば臓器等や体腔内壁の切開や摘出、縫
合、止血等があり、処置の種類や処置される位置等に応
じて、１乃至複数種類の処置具がトラカールを介して腹
腔内に導かれる。
【０００３】腹腔鏡だけでは、腹腔内の検査は十分に行
えない場合がある。また、腹腔内で行う処置もトラカー
ルを介して操作することから、あまり複雑で、高度な処
置を行うことができない場合がある。これらの点を勘案
して、術者の手を腹腔内に挿入して触診を行ったり、ま
た処置具を用いて行う処置の助けをする、所謂ハンドア
シストという手技を行えるようにしている。
【０００４】即ち、腹壁に対して、術者の手が挿入でき
る程度の切開を行っておき、術者等はこの接待部から腹
腔内に挿入することになる。このようにハンドアシスト
という手技を採用することによって、単なる内視鏡検査
だけでなく、検査を行おうとしている箇所を術者の手で
触れることによる触診を行うことができ、また臓器等を
いずれかの方向に寄せて、腹腔鏡の視野を確保する等と
いった操作も行うことができる。さらに、トラカールに
処置具を挿入して適宜の処置を施す際に、処置具の操作
の補助等を行うことにより、さらにまた腹腔内に手を挿
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入する際に、適宜の器具等を持ち込めば、独自に処置を
行うこともできる。
【０００５】ハンドアシストを行う際には、術者等は医
用グローブを着用する。ここで、医用グローブは手術等
を行う際に、術者等が着用するグローブである。グロー
ブに内視鏡を組み込むことができる。このように、グロ
ーブに組み込まれる内視鏡は、照明手段と観察手段とを
装着した撮像装置からなり、この内視鏡はグローブに挿
入した手の指、通常は人差し指に嵌合されるものであ
る。ここで、内視鏡はグローブそのものに組み込むよう
にするか、またはグローブに手を差し込んだ上で、その
指挿入部にはめ込むようにすることもできる。従って、
術者は、ハンドアシストを行う際に、必要に応じて内視
鏡をグローブの指挿入部に装着できるようになる。この
ように、術者の手が挿入される手術用のグローブに内視
鏡を装着して、腹腔内等に挿入することによって、トラ
カールを介して挿入される腹腔鏡等の内視鏡は必ずしも
用いなくても良くなり、またトラカール内に腹腔鏡を挿
通させている場合でも、この腹腔鏡では得られない箇所
を検査することができる等の利点がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】内視鏡は、その観察視
野を確保するためには、少なくとも観察窓が常に清浄な
状態となっていなければならない。しかしながら、腹腔
等の体腔内に内視鏡を持ち込むと、観察窓に体液等が付
着するおそれがある。また、体腔内に出血箇所等があれ
ば、観察窓が汚損される可能性がさらに高くなる。特
に、体腔内に挿入した手で触診を行ったり、処置具の操
作を補助したりした時には、観察窓には多量の汚損物が
付着して、実質的に観察不能となってしまうことがあ
る。一般に、口腔等から挿入される内視鏡の場合には、
観察窓が体液等で汚損された時に、観察窓に向けて洗浄
水を噴射させて洗い流すようにする。しかしながら、腹
腔等の内部で洗浄水を用いるのは望ましいものではな
く、また術者の指に着用される内視鏡ということから、
その全体構成をできるだけ小型でコンパクトなものとな
し、しかも軽量化する必要があり、この種の内視鏡には
洗浄装置を組み込むのは好ましいものではない。
【０００７】本発明は以上の点に鑑みてなされたもので
あって、その目的とするところは、医用グローブに組み
込まれる内視鏡に洗浄装置を設けなくても、この内視鏡
の観察窓等の汚れを容易に除去でき、常に良好な観察視
野を確保できるようにすることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する
ために、本発明は、医用グローブのいずれかの指挿入部
に組み込まれ、体腔内で検査を行う内視鏡の観察窓に付
着した汚れをふき取るために、前記医用グローブにおけ
る前記内視鏡を組み込んだ指挿入部以外の少なくともい
ずれか１つの指挿入部の外面にクリーナシートを止着す
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る構成としたことをその特徴とするものである。
【０００９】ここで、内視鏡をグローブの人差し指挿入
部に装着される場合には、クリーナシートは親指挿入部
の先端側に設けるように構成するのが好ましい。特に、
前記親指挿入部内に親指を挿入したときに、その爪が位
置する部位にクリーナシートを装着するのが最も望まし
い。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実
施の形態を説明する。まず、図１及び図２にハンドアシ
スト用として用いられるグローブと、このグローブに組
み込まれる内視鏡の構成を示し、また図３には内視鏡の
断面を示す。
【００１１】これらの図において、１は医用のグローブ
であり、このグローブ１は手術用等として用いられるも
のからなり、その材質としては、ラテックス等のよう
に、薄肉で大きな伸縮性を有するものである。従って、
術者が手を挿入すると、その皮膚に密着することにな
り、グローブ着用による違和感が生じるのをできるだけ
少なくなる。その結果、触診等を行う上で都合が良いも
のとなる。グローブ１は術者の手の全体はもとより、手
首から腕の部分もかなりの長さ挿入されるようになって
いる。そして、グローブ１の先端は、それぞれ５本の指
を挿入するための指挿入部２ａ～２ｅが設けられてい
る。
【００１２】図示したグローブ１には、その人差し指挿
入部２ｂに内視鏡３が着脱可能に組み込まれる。図３に
内視鏡３の具体的な構成の一例が示されている。図示し
た内視鏡３は、本体部１０と、キャップ１１とから構成
され、グローブ１の人差し指挿入部２ｂの先端に着脱可
能に連結されている。このために、人差し指挿入部２ｂ
の先端は開口しており、その開口端は円環状の止着リン
グ４が形成されている。ここで、止着リング４は断面が
円形等の形状となった弾性部材であり、通常はグローブ
１の本体部分と一体物として形成される。内視鏡３はこ
の止着リング４に連結されるものであり、本体部１０の
外周面には、この止着リング４が嵌合する円環状の凹溝
１２が設けられている。一方、キャップ１１はゴム等の
弾性部材から構成され、本体部１０の先端側から嵌合さ
れるように組み付けられる。そして、キャップ１１の内
面側にも円環状の凹溝１３が形成されており、グローブ
１の人差し指挿入部２ｂの先端に設けた止着リング４
は、これら本体部１０側の凹溝１２とキャップ１１側の
凹溝１３とに嵌合されて、所定量圧縮された状態とな
る。これによって、内視鏡３はグローブ１に強固に連結
され、みだりに脱落しないように保持される。
【００１３】なお、内視鏡は、術者等がグローブに手を
挿入した後に、そのいずれかの指の先端から挿入するよ
うにして着用することもできる。この場合には、グロー
ブに装着した内視鏡が脱落したり、不安定になったりし
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ないように、滑り止め等の機構を設けるようにしなけれ
ばならない。
【００１４】キャップ１１の先端面には、透窓１４が開
設されており、この透窓１４には透明のカバーガラス１
５がはめ込まれている。一方、本体部１０には、対物光
学系１６を装着した鏡胴１７がその中央部に配置されて
おり、この対物光学系１６の結像位置にＣＣＤ等からな
る撮像手段１８が設置されている。従って、これら対物
光学系１６及び撮像手段１８によって観察手段が構成さ
れる。鏡胴１７は透窓１４の直径より小さくなってお
り、かつ鏡胴１７の先端はカバーガラス１５に突き当て
られている。そして、鏡胴１７を囲むように発光ダイオ
ード等からなる照明ランプ１９が円周方向に複数個設け
られており、これらの照明ランプ１９が照明手段とし
て、鏡胴１７の周囲から透窓１４を介して前方に向けて
照明光を照射できるようになっている。
【００１５】撮像手段１８及び各照明ランプ１９にはケ
ーブル２０が接続されており、これらのケーブル２０は
本体部１０の後端部から人差し指挿入部２ｂ内に挿通さ
れており、その端部はプロセッサ部２１に着脱可能に接
続される。プロセッサ２１は、撮像手段１８からの映像
信号を処理する信号処理回路と、撮像手段１８及び照明
ランプ１９に電源を供給する電源装置とを含むものであ
る。また、プロセッサ２１にはモニタ２２が付設されて
いる。従って、撮像手段１８で得た映像信号がプロセッ
サ２１で処理されて、モニタ２２に体内像が表示される
ことになる。
【００１６】本体部１０の基端側に開口する凹部２３が
形成されており、この凹部２３内に人差し指が挿入され
るようになっている。この凹部２３の内面にはゴム材等
で形成した滑り止め部材２４が装着されている。従っ
て、人差し指はこの滑り止め部材２４内に挿入されるこ
とになる。そして、この人差し指の滑り止め部材２４内
への挿入長は、好ましくは指先から第１関節までとす
る。これによって、指の動きに自由度を持たせることが
できる。
【００１７】図中において、３０はクリーナシートであ
る。このクリーナシート３０は、グローブ１における親
指挿入部２ａの先端部分の外面において、親指の爪の部
分が位置する部位を含み、長さ方向に所定の長さを有す
る帯状のものから構成される。そして、クリーナシート
３０は、親指の腹側には回り込まないようになってい
る。クリーナシート３０は、厚手の布材等で構成される
が、例えばセルロース，綿等のように、吸湿性に優れた
ものから構成される。クリーナシート３０は、接着等の
手段でグローブ１の親指挿入部２ａの外面に強固に固着
にして止着されるか、またはグローブ１に面ファスナ等
の取付部材を固着しておき、この面ファスナにクリーナ
シートを止着させるように構成することもできる。
【００１８】以上のように構成することによって、腹腔
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等の内部に術者等の手を挿入する際に、この手の前方の
視野が内視鏡３により得られるので、術者等はモニタ２
２を目視することによって、体腔内における手の周囲の
状況を明確に認識できることになる。その結果、手の動
きにより臓器等を傷つけたり、圧迫したりすることがな
く、所要の位置にまで指を持っていくことができ、ハン
ドアシストを容易に、しかも安全に行われる。また、内
視鏡３により得られる体腔内の映像に基づいて体腔内壁
や臓器等に色調の変化部や膨出部等が発見された時に、
触診を行って、組織状態に関する必要な情報を取得でき
ることになる。グローブ１は薄い膜状のものであり、し
かもある程度張力が作用した状態になっているので、体
内組織における硬さや凹凸等、触診を行うのに必要な感
触が手に確実に伝わる。しかも、内視鏡３の映像に基づ
いて、触診時の手の動きが常にモニタリングできるよう
になる。従って、触診等の操作を高精度に行うことがで
き、診断精度が極めて良好となる。
【００１９】また、鉗子や高周波処置具等の処置具を用
いて患部の切開等を行う際に、体腔内に挿入した手の指
を処置の補助手段として活用することができる。例え
ば、ポリープを摘出するには高周波スネア等の処置具を
用いるが、ポリープを指で摘むようにすることによっ
て、スネアワイヤのループを容易に、しかも確実にポリ
ープに引っ掛けることができる。さらに、切開部分の縫
合を行う際には、体腔内に挿入した手を介助とすること
によって、容易かつ迅速な縫合操作を行うことができ
る。さらには、臓器の裏側等を検査する際において、グ
ローブ１に装着した内視鏡３から得られる視野は極めて
重要なものとなる。
【００２０】以上のように、ハンドアシスト状態で体腔
内の検査や処置を行う際には、内視鏡３の先端面が体腔
内壁や臓器と接触することから、体液等が内視鏡３のカ
バーガラス１５に付着する可能性があり、これによって
内視鏡３の観察視野が低下する。この場合には、カバー
ガラス１５を親指挿入部２ａに設けたクリーナシート３
０に擦り付けることによって、汚損物の付着等による汚
れをふき取るようにしてカバーガラス１５から除去でき
る。その結果、カバーガラス１５が清浄化されて、内視
鏡３の観察視野が良好な状態に復帰する。内視鏡３は人
差し指挿入部２ｂの先端に装着され、クリーナシート３
０は親指挿入部２ａにおける爪が当る部分に設けられて
いるので、術者等は人差し指と親指とを曲げることによ
って、カバーガラス１５を容易にクリーナシート３０に
当接させることができる。クリーナシート３０はカバー
ガラス１５の表面に付着した汚損物を吸収するようにし*
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*て除去するものであり、洗浄水を用いて洗い流すもので
はないので、カバーガラス１５のクリーニングを迅速に
行うことができ、かつカバーガラス１５の全体をクリー
ニングできる。しかも、洗浄水を用いないことから、体
腔内に流体を供給するものではないので、被検者の負担
も軽減される。
【００２１】ところで、前述したように、触診や処置の
介助等といったハンドアシストを行うに当っては、指挿
入部２ａ～２ｅにはできるだけ余分なものを設けない方
が望ましい。人差し指挿入部２ｂに装着した内視鏡３は
ともかくとして、親指挿入部２ａに止着したクリーナシ
ート３０が邪魔にならないようにしなければならない。
触診や処置の介助等の操作を行うに当っては、親指は極
めて重要な役割を果たすものである。しかしながら、親
指を作用させるのは、その指の腹の部分であって、爪側
の部分を体腔内壁や臓器等に接触させたり、また処置具
を持ったりするものではない。クリーナシート３０は爪
側に配置しているので、ハンドアシストの操作を行う上
で、このクリーナシート３０は何等の邪魔になることは
ない。
【００２２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は医用グロ
ーブの指挿入部に組み込まれた内視鏡の観察窓の汚れを
ふき取るクリーナシートを止着する構成としたので、内
視鏡自体に洗浄装置を設けなくても、この内視鏡の観察
窓等の汚れを容易に除去でき、常に良好な観察視野を確
保できる等の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】指に装着される内視鏡装置を示す全体構成図で
ある。
【図２】図１の要部拡大図である。
【図３】グローブに装着した内視鏡の断面図である。
【符号の説明】
１  グローブ
２ａ～２ｅ  指挿入部
３  内視鏡
１０本体部
１１  キャップ
１４  透窓
１５  カバーガラス
１６  対物光学系
１８  撮像手段
１９  照明ランプ
３０  クリーナシート
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